
個別外部監査契約による監査　（地方自治法第２５２条の２７第３項）　の種類とその流れ（フローチャート）

① ② ③ ④ ⑤
住民の直接請求による 議会の請求による 市長の請求による 財政援助団体等による 住民監査請求による
個別外部監査の請求 個別外部監査の請求 個別外部監査の請求 個別外部監査の請求 個別外部監査の請求
法第２５２条の３９ 法第２５２条の４０ 法第２５２条の４１ 法第２５２条の４２ 法第２５２条の４３
（法第７５条第１項） （法第９８条第２項） （法第１９９条第６項） （法第１９９条第７項） （法第２４２条第１項）

法第１項 議会は 相当でない
監査委員の
意見を聴く

法第１項 監査委員による 法第１項 監査委員による 法第１項 監査委員による 法第１項 監査委員による
個別外部監査の 個別外部監査の 個別外部監査の 個別外部監査の

請求の受理 請求の受理 請求の受理 請求の受理

法第３項 監査委員は 法第３項 監査委員は 法第３項 監査委員は
①意見を付けて市長 相当でない 市長へ通知 意見を 相当でない

へ通知 市長へ通知
②請求の要旨を公表

法第４項 市長は 法第４項 市長は 法第２項 監査委員による
法第１５項 個別外部監査人の 否決 （法252の39第4項） 個別外部監査人の 否決 法第９項 ”個別外部監査契約に 相当でない

監査によることについて 監査によることについて 基づく監査によることが
議会に付議 議会に付議 相当か”の決定

可決 可決 相当である
２０日以内 ２０日以内 ２０日以内 ２０日以内

法第４項 市長は 市長は 法第２項 監査委員は 監査委員は
議会の結果を 議会の結果を ①市長へ通知 ①市長へ通知

監査委員に通知 監査委員に通知 ②請求人に通知 ②請求人に通知

法第６項 市長は個別外部監査 法第４項 市長は個別外部監査 法第４項 市長は個別外部監査 法第３項 市長は個別外部監査
契約の締結について （法252の39第6項） 契約の締結について （法252の39第6項） 契約の締結について （法252の39第6項） 契約の締結について

①監査委員の意見を聴く ①監査委員の意見を聴く ①監査委員の意見を聴く ①監査委員の意見を聴く
②議会の議決を経る ②議会の議決を経る ②議会の議決を経る ②議会の議決を経る

法第５項 市長による個別外部 法第４項 市長による個別外部 法第４項 市長による個別外部 法第３項 市長による個別外部
監査契約の締結 （法252の39第5項） 監査契約の締結 （法252の39第5項） 監査契約の締結 （法252の39第5項） 監査契約の締結

法第８・９項 市長による 法第４項 市長による 法第４項 市長による 法第３項 市長による
契約事項の告示 （法252の39第8・9項） 契約事項の告示 （法252の39第8・9項） 契約事項の告示 （法252の39第8・9項） 契約事項の告示

６０日以内

法第１２項 個別外部監査人 監査委員 法第５項 個別外部監査人 監査委員 法第５項 個別外部監査人 監査委員 法第４項 個別外部監査人 監査委員
による監査 による監査 による監査 による監査 による監査 による監査 による監査 による監査

９０日以内

個別外部監査人による 法第６項 個別外部監査人による 法第６項 個別外部監査人による 法第４項 個別外部監査人による
法第１２項 監査結果の報告の （法252の37第5項） 監査結果の報告の （法252の37第5項） 監査結果の報告の 監査結果の報告の

議会・市長等及び 議会・市長等及び 議会・市長等及び 監査委員への提出
監査委員への提出 監査委員への提出 監査委員への提出

法第５項 監査委員による
（法242第4項） ”請求に理由があるか”

の決定
監査委員による監査のとき

法第９項 ”個別外部監査契約に
基づく監査によることが
相当でない”理由の

請求人への通知、公表

請求に理由がない 請求に理由が認められる

法第１３項 監査委員による 法第６項 監査委員による 法第６項 監査委員による 法第５項 監査委員は 監査委員は
監査結果の報告の （法252の38第3項） 監査結果の （法252の38第3項） 監査結果の （法242第4項） 理由を付して ①市長等へ措置の勧告
請求人へ通知、公表 報告の公表 報告の公表 請求人へ通知、公表 ②請求人へ通知、公表


